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公衆衛生対策部門 

 

新型インフルエンザ対策における基本戦略の策定について 

 

 

 

 

趣 旨 

 

 新型インフルエンザ対策について、その知見の集積等により、各国も基本戦

略の改訂をすすめている。我が国においても、新型インフルエンザへの備えの

強化のため、本年 5月 12 日に改正感染症法等が施行され、各党ＰＴにおいても

活発に議論が深められている。こうしたなかで我が国の地理的な条件、交通機

関の発達度、受診行動の特徴などをもとに、さらに人的被害を最小限に抑え、

社会機能への影響を最小限に抑えるべく基本戦略を策定する。 

 

 

 

 

目 的 

１． 新型インフルエンザの流行を遅延させ、流行のピークにおけ

る患者発生数および死亡者数を可能な限り抑制する。 

２． 医療体制や社会機能の破綻を阻止する。 


